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１１2025

◇
今
号
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
◇

「
営
業
秘
密
」
の
保
護

秘
密
管
理
性
な
ど
３
要
件

企
業
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
は
、

不
正
競
争
防
止
法
に
お
い
て
保
護

さ
れ
て
い
る
が
、
営
業
秘
密
と
し

て
法
的
に
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。具

体
的
に
は
、
①
秘
密
管
理
性
、

②
有
用
性
、
③
非
公
知
性
と
い
う

３
要
件
が
全
て
満
た
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
必
要
。

た
と
え
社
内
で
「
秘
密
」
と
さ

れ
て
い
る
情
報
で
あ
っ
て
も
、
こ

の
３
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
秘
密
情
報
と
し
て
保
護
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。

秘
密
管
理
性
が
認
め
ら
れ
る
た

め
に
は
、
客
観
的
に
み
て
秘
密
と

し
て
認
識
で
き
る
状
態
で
あ
る
必

要
が
あ
る
。

例
え
ば
、
書
類
に
「
部
外
秘
」

「
マ
ル
秘
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る

な
ど
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
秘
密
情

報
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
る
こ
と
、
特
定
の
社

員
以
外
の
者
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な

い
管
理
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
が
あ
る
。

基
準
地
価
、
１
・
５
％
上
昇

伸
び
率
、
バ
ブ
ル
以
降
最
大

国
土
交
通
省
が
発
表
し
た
「
２

０
２
５
年
都
道
府
県
地
価
調
査
」

（
基
準
地
価
）
に
よ
る
と
、
全
国

の
住
宅
地
・
商
業
地
を
含
む
全
用

途
平
均
は
前
年
比
１
・
５
％
上
昇

し
た
。
４
年
連
続
の
上
昇
と
な
り
、

伸
び
率
は
１
９
９
１
年
（
３
・
１

％
上
昇
）
以
来
の
大
き
さ
と
な
っ

た
。３

大
都
市
圏
（
東
京
・
名
古

屋
・
大
阪
）
の
全
用
途
平
均
の
地

価
は
４
・
３
％
上
昇
（
前
年
３
・

９
％
上
昇
）。

ま
た
、
用
途
別
で
は
、
商
業
地

が
全
国
平
均
で
２
・
８
％
上
昇

（
前
年
２
・
４
％
上
昇
）
し
、
４

年
連
続
の
プ
ラ
ス
。
住
宅
地
も
全

国
平
均
で
１
・
０
％
上
昇
（
前
年

０
・
９
％
上
昇
）
と
４
年
連
続
で

プ
ラ
ス
と
な
っ
た
。

非
居
住
者
等
か
ら
不
動
産
を

借
り
た
場
合
の
源
泉
徴
収

非
居
住
者
（
外
国
に
住
所
の
あ

る
人
等
）
や
外
国
法
人
か
ら
日
本

国
内
に
あ
る
土
地
や
建
物
等
の
不

動
産
を
借
り
た
場
合
、
借
主
は
、

原
則
と
し
て
、
賃
借
料
の
支
払
時

に
、
貸
主
が
負
担
す
べ
き
所
得
税

等
を
徴
収
し
、税
務
署
に
納
付（
源

泉
徴
収
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
個
人
で
自
己
又
は
そ

の
親
族
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た

め
に
不
動
産
を
借
り
た
場
合
に
は
、

所
得
税
等
の
徴
収
及
び
納
付
（
源

泉
徴
収
）
を
す
る
必
要
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
法
人
が
支
払
う

も
の
に
つ
い
て
は
、
使
用
目
的
に

関
係
な
く
、
源
泉
徴
収
が
必
要
と

な
る
。

給
付
付
き
税
額
控
除

所
得
税
額
か
ら
一
部
を
差

し
引
く
税
額
控
除
と
、
現
金

を
渡
す
給
付
を
組
み
合
わ
せ

た
制
度
。こ
の
制
度
で
は
、所

得
の
あ
る
層
に
は「
減
税
」で

対
応
し
、
一
定
の
基
準
を
下

回
る
低
所
得
者
層
に
は
「
現

金
給
付
」
で
支
援
を
行
う
。

税
負
担
が
軽
く
な
る
と
い

う
点
で
は
減
税
だ
が
、
通
常

の
減
税
で
は
納
税
額
の
分
ま

で
し
か
軽
減
で
き
な
い
。
給

付
付
き
税
額
控
除
は
、
差
し

引
く
額
が
納
税
額
を
超
え
た

場
合
、
そ
の
分
を
現
金
で
給

付
。
納
税
額
の
少
な
い
低
所

得
世
帯
に
も
恩
恵
が
あ
る
。

例
え
ば
納
税
額
１０
万
円
の

人
か
ら
１５
万
円
を
差
し
引
く

場
合
、
納
税
が
な
く
な
っ
た

上
、
差
額
の
５
万
円
を
現
金

給
付
す
る
。

減
税
や
給
付
に
伴
う
財
源

の
確
保
や
所
得
の
正
確
な
把

握
な
ど
の
課
題
も
多
く
、
制

度
設
計
に
は
数
年
程
度
か
か

る
と
の
見
方
が
あ
る
。

税
理
士
法
人
原
会
計
事
務
所

原
会
計
事
務
所
だ
よ
り
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（１１月号） （２）

「
営
業
秘
密
」
の
保
護

秘
密
管
理
性
な
ど
３
要
件

―
不
正
競
争
防
止
法

近
年
、
雇
用
の
流
動
化
に
伴
い
、
転
職
者
が
営
業
秘
密
を
持
ち
出
す
ケ
ー
ス
が
増

加
し
て
い
ま
す
。
企
業
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
は
、
不
正
競
争
防
止
法
に
お
い
て
保

護
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
営
業
秘
密
と
し
て
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、
営
業
秘
密
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る

要
件
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
は
、「
企
業
に
お
け
る
営
業

秘
密
管
理
に
関
す
る
実
態
調
査
２
０
２

４
」
の
報
告
書
を
発
表
し
ま
し
た
。

報
告
書
に
よ
る
と
、
営
業
秘
密
の
漏
え

い
事
例
や
事
象
を
認
識
し
て
い
る
割
合
は
、

前
回
調
査
（
２
０
２
０
年
）
の
５
・
２
％

か
ら
３５
・
５
％
と
大
幅
に
増
加
し
ま
し
た
。

ま
た
、
警
察
庁
が
公
表
し
た
「
令
和
６

年
生
活
経
済
事
犯
の
検
挙
状
況
」
に
よ
る

と
、
営
業
秘
密
侵
害
事
犯
の
検
挙
数
は
２２

件
で
、
こ
の
う
ち
転
職
・
独
立
時
に
営
業

秘
密
に
関
す
る
情
報
を
持
ち
出
し
た
事
例

が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。

営
業
秘
密
は
会
社
に
と
っ
て
重
要
な
無

形
資
産
で
あ
り
、
不
正
競
争
防
止
法
に
よ

り
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
従

業
員
や
退
職
者
が
営
業
秘
密
を
不
正
に
持

ち
出
す
こ
と
は
違
法
行
為
で
あ
り
、
刑
事

罰
や
損
害
賠
償
請
求
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
営
業
秘
密
と
は
●

営
業
秘
密
に
は
、
顧
客
名
簿
、
販
売
マ

ニ
ュ
ア
ル
、
仕
入
先
リ
ス
ト
、
財
務
デ
ー

タ
な
ど
の
営
業
上
の
情
報
の
ほ
か
、
製
造

技
術
、
設
計
図
、
実
験
デ
ー
タ
、
図
面
な

ど
の
技
術
上
の
情
報
が
含
ま
れ
ま
す
。

不
正
競
争
防
止
法
に
お
い
て
「
営
業
秘

密
」
と
は
、「
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て

い
る
生
産
方
法
、
販
売
方
法
、
そ
の
他
の

事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
又
は
営
業
上

の
情
報
で
あ
っ
て
、
公
然
と
知
ら
れ
て
い

な
い
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
①
秘
密
管
理
性
、
②
有

用
性
、
③
非
公
知
性
と
い
う
３
要
件
が
全

て
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
社
内
で「
秘
密
」

と
さ
れ
て
い
る
情
報
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

３
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
不

正
競
争
防
止
法
に
お
い
て
は
秘
密
情
報
と

し
て
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
①
秘
密
管
理
性
（
秘
密
と
し
て
管
理
さ

れ
て
い
る
こ
と
）】

秘
密
管
理
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

主
観
的
に
秘
密
と
し
て
管
理
し
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
客
観
的
に
み
て
秘
密
と
し

て
管
理
さ
れ
て
い
る
と
認
識
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
書
類
に
「
部
外
秘
」「
マ
ル

秘
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
そ
れ
が

明
ら
か
に
秘
密
情
報
で
あ
る
こ
と
を
認
識

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
、
特
定
の

社
員
以
外
の
者
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ

う
な
管
理
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

【
②
有
用
性
（
有
用
な
営
業
上
又
は
技
術

上
の
情
報
で
あ
る
こ
と
）】

有
用
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ

の
情
報
自
体
が
客
観
的
に
活
用
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
商
品
開
発
の
効
率
化
、
経

営
の
改
善
等
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、製
造
ノ
ウ
ハ
ウ
、仕
入
れ
価
格

な
ど
は
有
用
性
が
認
め
ら
れ
る
情
報
で
す
。

【
③
非
公
知
性
（
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
）】

非
公
知
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

そ
の
情
報
が
保
有
者
の
管
理
下
以
外
で
は
、

一
般
に
入
手
で
き
な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

例
え
ば
、
書
籍
や
雑
誌
な
ど
に
記
載
さ

れ
て
い
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開

さ
れ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
非
公
知

性
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

万
一
、
不
測
の
事
態
に
よ
り
漏
え
い
し

た
場
合
で
も
、
適
切
な
管
理
措
置
を
し
て

い
な
け
れ
ば
、
営
業
秘
密
と
し
て
認
め
ら

れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
顧

客
リ
ス
ト
の
持
ち
出
し
に
関
す
る
裁
判
で
、

営
業
秘
密
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
デ
ー
タ
を
持
ち
出
さ
れ
た

企
業
の
損
害
賠
償
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
判

例
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
企
業
の
リ
ス
ク
管
理
と
し

て
、
重
要
な
情
報
に
つ
い
て
は
、
今
一
度
、

管
理
状
況
が
適
切
か
を
確
認
し
て
み
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

①秘密管理性
秘密であることを明確にして、適切に
管理されているか（例：部外秘、マル秘）

②有用性
客観的に見て価値があり、
事業活動に有用な情報か

③非公知性
一般的に知られていない、または
簡単に知ることができない情報か

●営業秘密の３要件●
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（３） （１１月号）

■
２
０
２
５
年
都
道
府
県
地
価
調
査
■

基
準
地
価
、
１
・
５
％
上
昇

伸
び
率
、
バ
ブ
ル
以
降
最
大

国
土
交
通
省
が
発
表
し
た
「
２
０
２
５
年
都
道
府
県
地
価
調
査
」（
基
準
地
価
）

に
よ
る
と
、
全
国
の
住
宅
地
・
商
業
地
を
含
む
全
用
途
平
均
は
前
年
比
１
・
５
％
上

昇
し
ま
し
た
。
４
年
連
続
の
上
昇
で
、
上
昇
率
も
去
年
の
プ
ラ
ス
１
・
４
％
か
ら
拡

大
。
特
に
東
京
圏
や
大
阪
圏
の
伸
び
が
一
段
と
拡
大
し
、
地
方
都
市
や
観
光
地
で
も

上
昇
基
調
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
号
で
は
、
２
０
２
５
年
の
基
準
地
価
の
概

要
と
「
公
示
地
価
」「
路
線
価
」
に
つ
い
て
触
れ
て
み
ま
す
。

「
都
道
府
県
地
価
調
査
」（
基
準
地
価
）は
、

毎
年
７
月
１
日
時
点
で
の
全
国
の
土
地
価

格
を
調
べ
る
も
の
で
、
国
土
交
通
省
は
約

２
万
１
４
０
０
地
点
を
調
査
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
全
国
の
住
宅
地
・
商

業
地
を
含
む
全
用
途
平
均
で
前
年
比
１
・

５
％
上
昇
し
ま
し
た
。
４
年
連
続
の
上
昇

と
な
り
、伸
び
率
は
１
９
９
１
年（
３
・
１

％
上
昇
）
以
来
の
大
き
さ
と
な
り
ま
し
た
。

３
大
都
市
圏（
東
京
・
名
古
屋
・
大
阪
）

の
地
価
は
４
・
３
％
上
昇
（
前
年
３
・
９

％
上
昇
）
し
ま
し
た
。
利
便
性
の
高
い
地

域
を
中
心
に
住
宅
需
要
が
堅
調
で
、
投
資

を
目
的
と
し
た
国
内
外
か
ら
の
資
金
流
入

も
続
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

地
方
４
市
（
札
幌
市
・
仙
台
市
・
広
島

市
・
福
岡
市
）
で
は
、
２
年
連
続
で
上
昇

幅
が
や
や
縮
小
し
ま
し
た
が
、
そ
の
他
の

地
域
で
は
住
宅
地
が
３０
年
続
い
た
下
落
か

ら
横
ば
い
に
転
じ
ま
し
た
。

用
途
別
で
は
、
商
業
地
が
２
・
８
％
上

昇
（
前
年
２
・
４
％
上
昇
）
し
、
４
年
連

続
の
プ
ラ
ス
と
な
り
ま
し
た
。
主
要
都
市

で
店
舗
・
ホ
テ
ル
な
ど
の
需
要
が
堅
調
で
、

オ
フ
ィ
ス
も
空
室
率
の
低
下
や
賃
料
の
上

昇
傾
向
を
受
け
て
収
益
性
が
向
上
し
た
こ

と
で
、
地
価
が
上
昇
し
ま
し
た
。

住
宅
地
も
全
国
平
均
で
１
・
０
％
上
昇

（
前
年
０
・
９
％
上
昇
）
と
、
４
年
連
続

プ
ラ
ス
。
大
都
市
圏
の
中
心
部
で
高
い
伸

び
が
み
ら
れ
た
ほ
か
、
沖
縄
県
宮
古
島
市

な
ど
の
リ
ゾ
ー
ト
地
や
、
茨
城
県
つ
く
ば

市
な
ど
子
育
て
環
境
が
整
備
さ
れ
て
転
入

者
が
多
い
地
域
も
値
上
が
り
ま
し
た
。

工
業
地
は
３
・
４
％
上
昇
（
前
年
３
・

４
％
上
昇
）。
大
型
物
流
施
設
用
地
の
需

要
が
堅
調
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
大
手
半

導
体
メ
ー
カ
ー
の
工
場
が
進
出
し
た
地
域

で
は
、
関
連
企
業
の
工
場
用
地
や
事
務

所
・
店
舗
の
需
要
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

■
地
価
の
種
類
■

土
地
の
適
正
な
価
格
を
判
断
す
る
に
あ

た
っ
て
の
客
観
的
な
目
安
と
し
て
、
基
準

地
価
の
ほ
か
に
も
、「
公
示
地
価
」「
路
線

価
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
価

は
、
調
査
主
体
、
評
価
方
法
、
目
的
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。

◆
公
示
地
価
◆

国
土
交
通
省
が
公
示
す
る
１
平
方
メ
ー

ト
ル
あ
た
り
の
土
地
価
格
。
公
示
地
価
は
、

毎
年
１
月
１
日
時
点
の
参
考
と
な
る
標
準

地
（
基
準
地
）
の
適
正
価
格
を
評
価
し
、

３
月
下
旬
に
国
土
交
通
省
が
公
示
し
ま
す
。

一
般
の
土
地
の
取
引
価
格
の
指
標
と
す

る
と
と
も
に
、
公
共
事
業
用
地
の
買
収
価

格
の
算
定
に
も
用
い
ら
れ
ま
す
。

公
示
地
価
は
、
土
地
の
み
（
更
地
）
の

価
格
で
す
。
実
際
の
土
地
取
引
で
は
建
物

も
合
わ
せ
て
売
買
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
建
築
さ
れ
た
時
期
や
構
造
の
違

う
建
物
の
価
格
が
含
ま
れ
て
い
る
と
、
土

地
価
格
の
比
較
が
複
雑
で
難
し
く
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
土
地
本
来
の
価
値
を
示

す
た
め
、
建
物
の
価
値
を
除
い
た
更
地
と

仮
定
し
て
評
価
し
て
い
ま
す
。

◆
路
線
価
◆

路
線
価
と
は
、
道
路
に
面
し
て
い
る
土

地
の
１
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
の
評
価
額

の
こ
と
で
す
。
主
に
相
続
税
や
贈
与
税
を

算
定
す
る
際
の
基
準
と
な
り
ま
す
。
国
税

庁
が
毎
年
１
月
１
日
時
点
の
価
格
を
、
そ

の
年
の
７
月
頃
に
公
表
し
て
い
ま
す
。

路
線
価
に
は
主
に
以
下
の
２
種
類
が
あ

り
ま
す
。

・
相
続
税
路
線
価：

相
続
税
や
贈
与
税
の

計
算
に
使
わ
れ
ま
す
。
公
示
地
価
の
約
８０

％
を
目
途
に
設
定
さ
れ
ま
す
。

・
固
定
資
産
税
路
線
価：

固
定
資
産
税
や

都
市
計
画
税
、
不
動
産
取
得
税
、
登
録
免

許
税
の
計
算
に
使
わ
れ
ま
す
。
公
示
地
価

の
約
７０
％
を
目
途
に
設
定
さ
れ
ま
す
。

単
に
「
路
線
価
」
と
い
う
場
合
は
、
相

続
税
路
線
価
を
指
す
こ
と
が
多
い
。

商業地
２．８
７．２
８．７
６．４
２．８
１．０
７．３
０．６

住宅地
１．０
３．２
３．９
２．２
１．７
０．１
４．１
０．０

全用途平均
１．５
４．３
５．３
３．４
２．１
０．４
５．３
０．２

全 国
三大都市圏
東 京 圏
大 阪 圏
名 古 屋 圏
地 方 圏
地 方 ４ 市
そ の 他

●全国の地価動向（前年比上昇率）●
（単位：％）
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（１１月号） （４）

非
居
住
者
等
か
ら
不
動
産
を

「
借
り
た
」場
合
の
源
泉
徴
収

近
年
、
海
外
投
資
家
に
よ
る
日
本
の
不

動
産
所
有
の
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
中
、

借
り
て
い
る
物
件
の
オ
ー
ナ
ー
が
外
国
人

と
い
う
の
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な

く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、

国
税
庁
は
先
般
、
非
居
住
者
等
か
ら
不
動

産
を
借
り
た
場
合
の
「
源
泉
徴
収
」
に
関

す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
公
表
。
あ
ら
た
め

て
注
意
喚
起
を
促
し
て
い
ま
す
。

非
居
住
者
（
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し

な
い
個
人
で
日
本
国
内
に
引
き
続
き
１
年

以
上
居
所
を
有
し
な
い
人
）
や
外
国
法
人

（
日
本
国
内
に
本
店
や
主
た
る
事
務
所
を

有
し
な
い
法
人
）
か
ら
、
日
本
国
内
に
あ

る
不
動
産
を
借
り
た
場
合
、
借
主
は
、
原

則
と
し
て
、
賃
借
料
の
支
払
時
に
、
貸
主

が
負
担
す
べ
き
所
得
税
等
を
徴
収
（
賃
借

料
の
額
の
２０
・
４２
％
）
し
て
、
税
務
署
に

納
付
（
源
泉
徴
収
）
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。（
租
税
条
約
の
締
結
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
れ
に
従
う
。）

た
だ
し
、
個
人
で
自
己
ま
た
は
そ
の
親

族
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
不
動
産

を
借
り
た
場
合
に
は
、
源
泉
徴
収
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
法

人
が
支
払
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
使
用
目

的
に
関
係
な
く
、
源
泉
徴
収
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

な
お
、
借
り
て
い
る
不
動
産
等
が
譲
渡

等
さ
れ
、
そ
の
所
有
者
が
非
居
住
者
や
外

国
法
人
に
変
わ
っ
た
場
合
に
は
、
所
有
者

の
変
更
が
あ
っ
た
後
に
支
払
う
賃
借
料
に

つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、
原
則
と
し

て
、
借
主
は
貸
主
が
負
担
す
べ
き
所
得
税

等
を
源
泉
徴
収
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

「
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が
人
間
の

仕
事
を
奪
う
の
で
は
な
い
か
」
―
。

Ａ
Ｉ
と
い
う
未
知
の
技
術
に
対
し

て
、
こ
う
し
た
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。
▼
東
京
商
工
会
議
所
が
実

施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る

と
、
Ａ
Ｉ
を
「
活
用
し
て
い
る
」
と

答
え
た
中
小
企
業
は
わ
ず
か
５
・
７

％
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。一
方
で
、

「
現
在
活
用
し
て
い
な
い
が
、
今
後

活
用
を
検
討
し
て
い
る
」
と
回
答
し

た
企
業
は
２９
・
６
％
に
達
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
中
小
企
業
の
間

で
は
Ａ
Ｉ
導
入
の
実
績
こ
そ
少
な
い

も
の
の
、
今
後
の
活
用
に
対
す
る
関

心
は
非
常
に
高
い
と
言
え
ま
す
。
▼

Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
業
務
が
効
率
化
さ
れ

る
と
、
社
員
の
作
業
負
担
が
軽
減
さ

れ
、
よ
り
付
加
価
値
の
高
い
業
務
や

創
造
的
な
業
務
に
注
力
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
特
に
慢
性
的
な
人
手

不
足
に
悩
む
中
小
企
業
に
と
っ
て

は
、
限
ら
れ
た
人
材
を
有
効
活
用
で

き
る
点
で
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
。
▼
Ａ
Ｉ
を
含
む
Ｉ
Ｔ
の
活
用

は
、
業
務
効
率
化
や
経
営
改
善
の
大

き
な
武
器
に
な
り
ま
す
。
Ａ
Ｉ
を
使

う
か
、
使
わ
な
い
か
で
は
な
く
、
い

か
に
う
ま
く
使
い
こ
な
す
か
が
重
要

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

１１ 月 の 税 務 と 労 務

―税 務―
★所得税の予定納税額の納付（第２期分）
納期限…１２月１日

★特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納期限…１２月１日
★所得税の予定納税額の減額申請
申請期限…１１月１７日

★個人事業税の納付（第２期分）
納期限…１１月中において各都道府県の条例で定める日
★１０月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…１１月１０日

★９月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税〉
申告期限…１２月１日
★３月，６月，９月，１２月決算法人・個人事業者の３月ご
との期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１２月１日
★法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１２月１日
★３月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税〉（半期分）
申告期限…１２月１日

★消費税の年税額が４００万円超の３月，６月，１２月決算法
人・個人事業者の３月ごとの中間申告〈消費税・地方消
費税〉
申告期限…１２月１日

★消費税の年税額が４，８００万円超の８月，９月決算法人を
除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告（７月決算
法人は２カ月分）〈消費税・地方消費税〉
申告期限…１２月１日
―労 務―
★健保・厚保の保険料の納付 納期限…１２月１日

中小企業とAI の活用

●源泉徴収の要否判定●
非居住者や外国法人から、日本国内にある不動産を借り
た場合、源泉徴収の要否は、次のとおり判定します。

源泉徴収
不 要

源泉
徴収
必要

いいえ

いいえ

はい

借主（あなた）
は個人である。

自己又は家族の
居住用の不動産
である。

はい
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